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 訴訟の提起に関するお知らせ  

 

今般、当社は下記のとおり訴訟の提起を受けましたので、お知らせ致します。 

記 

 

１．訴訟を提起した者 

  （1）社名  Ｎｕｒｏ Ｓ.ｐ.Ａ. 

  （2）所在地 Ｖｉａ Ｔｏｍｍａｓｏ Ｇｒｏｓｓｉ 2,  Ｍｉｌａｎｏ，Ｉｔａｌｙ 

  （3）代表者 Ｕｍｂｅｒｔｏ Ｃａｓｓｉｎａ 

 

２．訴訟の提起があった裁判所および年月日 

   イタリア国ミラノ地方裁判所   平成 17 年 8 月 2 日（訴状送達日は同年 9月 7日） 

 

３．訴訟の内容および損害賠償金額 

  （1）訴訟の内容 

訴訟の原告であるＮｕｒｏ Ｓ.ｐ.Ａ.（以下Ｎｕｒｏ）は、イタリア国Ｃａｓｓｉｎａ Ｓ.ｐ.Ａ.（以

下Ｃａｓｓｉｎａ）の株式の 20％を保有していた者です。Ｎｕｒｏは、Ｃａｓｓｉｎａ株式の 80％を保有

するフランス国Ｆａｃ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｓ.ａ.ｓ.と共に、Ｃａｓｓｉｎａ株式の全部をイタリ

ア国Ｐｏｌｔｒｏｎａ Ｆｒａｕ Ｓ.ｐ.Ａ.（以下Ｆｒａｕ）と当社に売却しました。 
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Ｃａｓｓｉｎａ株式売買交渉の過程では、一時期当社を主要なメンバーとする日本のグループ（以下当社

グループ）がＣａｓｓｉｎａの全株式を買収する意図のもとに交渉を行っておりましたが、諸々の理由から、

当社グループによる全株式買収を断念し、買収後のＣａｓｓｉｎａ Ｓ.ｐ.Ａ.のマネジメントを任せるこ

とができる共同投資家を求めることになりました。その結果、Ｆｒａｕとの間で、共同で買収することを内

容とする基本合意に達するに至りました。Ｎｕｒｏは、同社が有力な売却先の候補と考えていたＦｒａｕと

当社とが共同で買収することになったため、不利な交渉を強いられ、不当に廉価な金額での株式売却を余儀

なくされたとして、当社グループと交渉していた際の提示金額と最終売買金額との差額および交渉に要した

弁護士費用などの損害を被ったとして、当社を含む５つの法人および個人を相手取って損害賠償訴訟を提起

したものであります。 

 

（2）損害賠償金額 
  8,522,182.94 ユーロ （約 11.6 億円） 

  （平成 17 年 10 月３日現在 みずほコーポレート銀行公示 TTM １ユーロ＝136.38 円） 

 

４．今後の見通し 

  当社グループの連結財務諸表に与える影響は現時点で不明でありますが、当社は原告による本件訴訟は理

由がないものと考えており、最終的には司法機関により正当な判断がなされるものと確信しております。 

 

 

以 上 


